物　品　売　買　契　約　書（案）
売払人　沼田町長　横山　茂　（以下「甲」という。）と買受人　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）との間において次の条項により物品の売買契約を締結する。

（契約の目的）

第1条 契約の目的は、次のとおりとする。

　（１）　契約金額　　　　金　　　　　　円（うち消費税及び地方消費税　　　　　　円）

　（２）　品名及び数量　　鉄くず①　Ｈ３　１．５５６ｔ、鉄くず②　Ｈ３　７．３７０ｔ
　　　　　　　　　　　　　鉄くず③　Ｈ４　０．６００ｔ、鉄くず④　Ｈ４　０．０５４ｔ
　　　　　　　　　　　　ステンレス屑　　０．０６０ｔ、電線くず　　　　０．９６０ｔ

（３）　契約補償金　　　免除する。

（４）　引渡場所　　　　沼田浄化センター敷地内

（５）　引渡期限　　　　契約締結日から３０日以内

（６）　代金納入期限　　納入通知書発行の日より３０日以内

（契約の変更）

第2条 甲は、必要がある場合には、数量、引渡場所及び引渡期限を変更することができる。

２　前項による契約の変更は、書面により行うものとする。

（契約代金の納入）

第3条 乙は、契約代金を納入通知書をもって納付しなければならない。

２　乙は、契約代金を納入しないときは、契約金額に対して納入期限の終了した翌日から納入した日までの日数に応じ、年５パーセントの割合を乗じて算出した遅延利息を甲に支払わなければならない。

（所有権の移転）

第4条 物品の所有権は、乙が契約代金を完納したとき乙に移転するものとする。

（物品の引渡し）

第５条　乙は、契約書に掲げる引渡期限までに、甲が用意した物品の全量について搬出し、その引渡しを受けるものとする。
２　乙は、物品の搬出が完了したときには、すみやかに甲に書面で通知するものとする。

３　甲は、乙から前項による物品の引渡しに係る報告書の提出があったときは、その検査を行い、合格したときは引渡しを完了したものとする。

（引渡期限の経過）

第６条　乙は、引渡期限までに引渡しを完了しないときは、引渡期限後、引渡した日までの日数に応じ、契約金額について年５パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。
２　乙は、天災その他乙の責に帰すことのできない事由により、引渡期限までに物品の引渡しができないときは、甲に対し引渡期限の延期を申請することができる。

３　前項の規定により甲が引渡期限を延期したときは、第１項に規定する違約金は、徴収しないものとする。

（損害の負担）

第７条　第２条第１項の契約変更により、乙が著しく損害（現実に受けた損害をいい、期待した利益を除く。以下同じ。）を受けたときは、乙はその損害の負担を甲に請求することができる。

２　甲は、前項の請求を受けたときは、損害の負担について遅滞なく乙と協議しなければならない。

（所有権移転前の損害の負担）

第8条 　所有権移転前に生じた物品の損失、損傷、その他の損害は、全て甲の負担とする。ただし、そ

の損害が乙の責に帰すべき事由により生じた場合は、その限りではない。

（甲の解除権）

第９条　甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部若しくは一部を解除することができる。

（1） 納入期限までに代金を納入しないとき。

（2） 引渡期限までに物品の搬出を終了しないとき

（3） 乙から契約の解除の申し出があったとき

（4） 前３号に掲げる場合のほか、乙が正当な事由なく契約上の義務を履行せず、又は履行する見込

みがないとき。

（乙の解除権）

第10条　乙は、第２条の規定により契約の内容が著しく変更されたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

（裁判管轄）

第11条　この契約に関する紛争は、甲所在地の裁判所の管轄に属するものとする。

（契約外事項）

第12条　この契約に定めない事項又はこの契約書に関し疑義の生じた事項については、甲、乙協議して定める。

この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙双方記名押印し、各自1通を保持する。

令和　　年　　月　　日
売払人（甲）　雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３号
　　　　　　　　沼田町下水道事業

沼田町長　　　　横　山　　　茂
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　買受人（乙）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

